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第 １ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録

日      時  平成２５年１月２１日（月）午後２時００分

場      所  津市一志庁舎 ２階 第２会議室

出 席 部 会 委 員  25伊藤
いと う

 武則
たけのり

・26稲葉
いな ば

 和久
かずひさ

・27大井
おお い

 一司
かず し

・28鈴木
すず き

 照
てる

正
まさ

29田口
たぐ ち

 慶則
よしのり

・30諸戸
もろ と

 善
よし

昭
あき

・31上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32田中
たな か

 竹
たけ

次
つぐ

33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
いけ だ

 昌司
まさ し

・37岸野
きし の

 隆夫
たか お

・38中川
なかがわ

 和雄
かず お

39藤田
ふじ た

  武
たけし

・40結城
ゆう き

 晉三
しんぞう

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・47中谷
なかたに

 秀也
ひで や

                                    以上１６名

欠 席 部 会 委 員  36井谷 功

出席部会員外委員  34浅井 競

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹

総 合 支 所   久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹

          美杉：松永主査

議 事 録 署 名 者  25伊藤 武則・35 池田 昌司

事      項

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転）

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借）

 報告第６号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更届出について（農業委員

       会・賃貸借権）

 報告第７号 時効取得による所有権の移転について

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可）

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      所有権移転）

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      賃貸借権）

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      使用貸借）

議案第６号 非農地証明願について
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議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定

      について ＜別冊＞

議   事   の   大   要

議  長   それでは、第１回第２農地部会を開会させていただきます。

本日の欠席委員は井谷委員お一人でございますので、よろしくお願いしま

す。

私のほうから議事録署名委員を指名させていただきます。

２５番 伊藤 武則委員・３５番 池田 昌司委員、ご両人よろしくお願い

します。

それでは、本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたし

ましたとおりでございますので、よろしくお願いします。

まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第７

号につきまして、事務局から一括して報告願います。よろしくお願いします。

事 務 局   恐れ入ります、議案書の１ページをお願いいたします。

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。番号１、地区栗葉、借り人    、貸し人    、申請地 庄田町沓

掛   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３，１３６㎡外１筆で合計

５，７６０㎡。これにつきましては、農用地利用権設定を、貸人、借人の双方

の合意に基づき解約をしたものであります。２番から２ページにかけまして８

番まで、同じく利用権設定を合意解約したものであります。以上件数は８件で、

２６，５４７㎡、その内容は田２４，２３０㎡、畑２，３１７㎡でございます。

３ページをお願いいたします。

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでござい

ます。

番号１、地区久居、届出者    外１名、届出地 戸木町焼野   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積３，４６１㎡、取得年月日 平成２３年１１

月１日、取得事由は、    からの相続で、あっせん等の希望はございませ

ん。

番号２、地区 久居、届出者    、届出地 戸木町西羽野   番、台

帳地目・現況地目とも畑、面積７５㎡外２筆で、合計１，０１２㎡、取得年月

日 平成２３年１１月１日、取得事由は、    からの相続で、あっせん等

の希望はございません。

番号３、地区久居、届出者    外４名、届出地 久居西鷹跡町   番、

台帳地目畑、現況地目宅地、面積１，６３２㎡外１筆で、合計２，１０９㎡、

取得年月日は平成２４年１０月８日、取得事由は、    からの相続で、あ

っせん等の希望はございません。

番号４、地区波瀬、届出者    、届出地 一志町波瀬佐野   番、台

帳地目・現況地目とも田、面積１，４８５㎡、取得年月日は平成２３年１１月

２０日、取得事由は、    からの相続で、あっせん等の希望はございませ

ん。

番号５、地区家城、届出者    、届出地 白山町福田山落出   番、
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台帳地目・現況地目とも畑、面積３６０㎡外４ページにかけまして２１筆で、

合計４，９５０㎡、取得年月日は平成２４年１０月４日、取得事由は    か

らの相続で、あっせん等の希望はございません。

番号６、地区太郎生、届出者    、届出地 美杉町太郎生柳   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積１，０３０㎡外５ページにかけまして７筆で

合計４，６７４㎡、取得年月日は平成２３年７月２２日、取得事由は、   か

らの相続で、あっせん等の希望はございません。以上件数は６件で、

１７，６９１㎡。内容は、田８，７７１㎡、畑８，７２９㎡、他１９１㎡でご

ざいます。

恐れ入ります、６ページをお願いいたします。

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござ

います。

番号１、地区久居、届出者    、届出地 久居野村町池尻   番、台

帳地目田、現況地目雑種地、面積３４㎡外２筆で、合計６３４㎡。これにつき

ましては、届出者は、平成５年頃から届出地を来客用の駐車場として利用して

きてしまったものでございます。届出地は市街化区域であり、また、届出に係

る要件を具備しており、始末書の提出もありますことから、届け出を受理いた

しましたものです。報告第３号は以上１件で、６３４㎡。その内容は田でござ

います。

恐れ入ります、７ページをお願いいたします。

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。

番号１、地区久居、譲受人    、譲渡人    、届出地 久居野村町

西山神   番、台帳地目・現況地目とも田、面積３２７㎡。これにつきまし

ては、譲受人は、譲渡人より、当該土地を譲り受け、譲受人が開業している医

院の駐車場用地として整備しようとするものであります。市街化区域であり、

また、届け出に係る要件を具備していますことから、届け出を受理いたしまし

たものです。

番号２、地区久居、譲受人    、譲渡人    外２名、届出地 久居

持川町持川   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１９１㎡外５筆で、合

計２，９０７㎡。

これにつきましては、譲受人は、譲渡人より、当該土地を譲り受け、宅地分

譲１１区画を整備しようとするものであります。市街化区域であり、また届け

出に係る要件を具備していますことから、届出を受理いたしましたものです。

番号３、地区久居、譲受人    外３名、譲渡人   外１名、届出地 久

居元町東出    番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積９６５㎡。

これにつきましては、届出地は祖父の代より農地法手続きを行わず、一般個

人住宅用地として利用したものです。届出地は市街化区域であり、また、届出

に係る要件を具備しており、始末書の提出もありますことから、届出を受理し

ましたものです。

以上、件数は３件で、４，１９９㎡。その内容は、田３２７㎡、畑

３，８７２㎡でございます。

８ページをお願いいたします。

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。

番号１、地区久居、借り人    外１名、貸し人    、届出地 久居
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野口町   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１１㎡外１筆で、合計

１６６㎡。これにつきましては、借人は貸人より申請地を使用貸借し、一般個

人住宅を建築しようとするものです。

番号２、地区久居、借り人    外１名、貸し人    外３名、届出地

久居野口町   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積３４㎡。これにつきま

しても、同じく、借人は貸人より申請地を使用貸借し、一般個人住宅を建築し

ようとするものです。

以上件数は２件で２００㎡、その内容は畑でございます。

９ページをお願いいたします。

報告第６号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更届出について（農

業委員会許可・賃貸借権）でございます。

番号１、地区久居、借人    、貸人    、申請地 木造町西松山

番地、台帳地目・現況地目とも田、面積５６１㎡のうち１２０㎡。これにつき

ましては、借人は、平成２４年９月２４日付け津市農委指令第津５許６３号に

て許可をした資材置場用地としての一時転用許可期間を、工期の延長に伴い、

一時転用許可期間を平成２５年１月２４日までから平成２５年３月２４日ま

で２ヶ月延長しようとするものです。報告第６号は以上１件で１２０㎡。その

内容は田でございます。

１０ページをお願いいたします。

報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。

番号１、地区久居、譲受人    、譲渡人    、面積１４，６３６㎡、

申請地 木造町西塚越   番、地目畑、面積４２６㎡、取得年月日 平成元

年２月１０日。これにつきましては、申請地は平成元年２月１０日、譲渡人か

ら譲り受け、以来、畑として耕作を営んできたものでございます。今後も農地

として利用されるよう指導を行い、時効取得として、所有権の移転を行ったも

のでございます。以上、件数は１件で、４２６㎡。内容は畑でございます。

       以上で報告案件の説明を終わります。

議  長   ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたとおりでご

ざいますので、よろしくお願いします。

それでは、議案に入らせていただきます。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。この案件で番号１番につきましては、私の

案件に関するものですので、２番から５番を先に審議をいただきたいと思いま

す。２番から５番につきまして、事務局、説明願います。よろしくお願いしま

す。

事 務 局   番号２、地区栗葉、譲受人    、面積１０，６８８㎡、譲渡人    、

面積１０，６８８㎡、申請地 庄田町前川原   番、台帳地目・現況地目と

も田、面積１，７０９㎡外２筆で、合計５，０４２㎡。

これにつきましては、譲渡人の妻で、農業後継者として経営移譲を図るため、

申請地を譲受人に生前部分贈与しようとするものでございます。

番号３、地区川合、譲受人    、面積６，５８３．７５㎡、譲渡人    、

面積２５９㎡、申請地 一志町小山鳥居ノ本   番、台帳地目・現況地目と

も畑、面積２５９㎡。これにつきましては、高齢による労働力不足により離農

しようとする譲渡人が、自身の耕作地に隣接しており農業経営規模を拡大しよ
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うとする譲受人に、譲渡をしようとするものでございます。

番号４、地区太郎生、譲受人    、面積８，２８４㎡、譲渡人    、

面積９，７９５㎡、申請地 美杉町太郎生清水平   番、台帳地目・現況地

目とも田、面積１，０１５㎡外４筆で 合計３，５２１㎡。これにつきまして

は、県外に居住し、耕作不能により離農を考えている譲渡人が、古代米の作付

け等、営農を拡大しようとする譲受人に申請地を譲り渡そうとするものでござ

います。

番号５、地区下之川、譲受人    、面積５，９５１㎡、譲渡人    、

面積５，８２５㎡、申請地 美杉町下之川向廣   番、台帳地目・現況地目

とも畑、面積２８３㎡。これにつきましては、高齢による労働力不足で営農を

縮小しようとする譲渡人が、営農を拡大しようとする譲受人へ譲り渡しをしよ

うとするものでございます。

以上、２から５までよろしくお願いします。

議  長   ありがとうございました。ただいま事務局より説明がありましたが、現地に

立ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。２番、お願いし

ます。

鈴木委員   ２８番 鈴木です。去る１１日に事務局２名と委員６名で現地確認行ってま

いりました。場所は３筆です。その中で代表的なところを説明させていただき

ますと、国道１６５号線、    という交差点がありますけれども、そこか

ら１００ｍぐらい白山寄りに行ってもらって、左へ入っていってもらうと、一

志町の其倉の方へ行く、    もあるところですけれども、その所で、

と    が合流する地点でございます。詳細については事務局の説

明通りで、問題はないと思いますので、よろしくご審議お願いします。

議  長   ありがとうございました。３番、お願いします。

田中委員   ３２番 田中です。１月１０日、地元委員３名と事務局２名で現地を確認し

ました。内容については事務局の説明通りですので、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。

中川委員   ３８番 中川でございます。１１日に事務局と総合支所の職員と私と現地を

確認いたしました。場所ですけれども、    からちょっと里のほうへ下が

ったところにありますけれども、    は奈良の帝塚山となっておりますけ

れども、    のほうでいつも農業されておられるので、何ら問題はないと

思いますので、よろしくお願い申します。

議  長   ありがとうございます。５番、お願いします。

結城委員   ４０番 結城でございます。下之川５番について説明をいたします。１０日

に総合支所の職員と申請人と私で現地調査を行いました。その結果、これは所

有権移転で何ら問題がないと思いますので、ご審議よろしくお願いいたしま

す。
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議  長   ありがとうございます。ただいま地元委員より説明がございましたが、皆様

方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第１号の２番から５番について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号２番から５番については許可する

ことと決定したいと思います。

次に議案１番ですが、これは農業委員会等に関する法律第２４条、議事参与

の制限に該当しますので、私一時退席させていただきますので、あと職務代理

に進行していただきます。よろしくお願いします。

       （議長退席）

職務代理   それでは、議案第１号、一部説明を事務局のほうでお願いします。

事 務 局   番号１、地区久居、譲受人    、面積１８，４６４㎡、譲渡人    、

面積１１，４８９㎡、申請地 久居明神町コボレ山   番、台帳地目・現況

地目とも畑、面積４１２㎡。これにつきましては、高齢と農業後継者の不足の

ため営農を縮小しようとする譲渡人が、申請地に隣接し、農業経営基盤の強化

を図ろうとする譲受人へ譲り渡しをしようとするものでございます。以上で

す。失礼します。

職務代理   ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会っ

た地元委員の説明をお伺いしたいと思います。はい、お願いします。

田口委員   ２９番 田口です。先日地元委員さんと事務局で現地確認をさせていただき

ましたけど、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。

職務代理   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご

意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

職務代理   ありがとうございます。それでは意見もないようですので、お諮りします。

ただいまご審議をいただきました議案第１号の１番について、これに異議ござ

いませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

職務代理   ありがとうございます。異議なしと認め、よって、議案第１号１番について

は許可することに決定したいと思います。
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        （議長着席）

議  長   それでは、ありがとうございます。続きまして、議案第２号、農地法第４条

第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可）を議題とします。事

務局、説明願います。

事 務 局   １２ページをお願いいたします。議案第２号 農地法第４条第１項の規定に

よる許可申請について（農業委員会許可）でございます。

番号１、地区倭、申請者    、申請地 白山町南出西出   番、台帳

地目畑、現況地目宅地、面積４７６㎡。これにつきましては、平成元年１０月

頃より、農地法手続きを行わずに申請地に農業用倉庫を建設し、また駐車場用

地として一体利用を図ってきてしまったものでございます。始末書の提出があ

りますので、追認しようとするものでございます。農地区分は、第２種農地と

判断されます。

番号２、地区倭、申請者    、申請地 白山町南出西出   番、台帳

地目畑、現況地目宅地、面積１１５㎡。これにつきましても、平成２年頃から、

農地法手続きを行わずに申請地を庭園用地として自宅と一体利用を図ったも

のでございます。始末書の提出がありますので、追認しようとするものでござ

います。農地区分は、第２種農地と判断されます。

番号３、地区竹原、申請者    、申請地 美杉町竹原坂東   番、台

帳地目畑、現況地目宅地、面積４０㎡。これにつきましては、次の議案第３号

番号３に関連するもので、昭和５０年頃から、農地法手続きを行わずに申請地

に農業用倉庫を建設、また車庫用地として一体利用を図ってきてしまったもの

でございます。始末書の提出がありますので、追認しようとするものでござい

ます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

番号４、地区奥津、申請者    、申請地 美杉町奥津月ケ瀬   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積２５１㎡外１筆で、合計２，３１７㎡。これ

につきましては、申請地は周囲が山林化し日照不足で、また、獣害等もあり、

高齢な申請者として今後とも畑として耕作、維持することができなくなったた

め、申請地に植林を行い、山林化をしようとするものでございます。農地区分

は、第２種農地と判断されます。

以上、件数は４件で、２，９４８㎡、その内訳は畑でございます。いずれの

案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たし

ていると考えます。以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いいたします。

浅井委員   ３４番 浅井でございます。倭の１番と２番につきまして説明をさせていた

だきます。１１日の午後１時から事務局１名、それから地元委員３名で、現地

確認を行いました。場所は倭にかなり大きな    というのがあるんです

が、その隣接地に    が建っています。それから東へ約２００ｍ下ったと

ころが現地でございます。事務局の説明がありましたが、無断転用で車庫と、

駐車場が建てられてますし、庭園もありました。始末書が添付されていますの

で、やむを得ないのではないかということで確認をさせていただきました。よ
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ろしくご審議のほどお願いします。以上です。

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。

藤田委員   ３９番 藤田でございます。１月１５日に、現地へ総合支所の職員と調査を

させていただきました。場所は、ちょうど県道を西のほうへ走ってもらいます

と、    というのが左のほうに見えてまいりますが、そこから約３０ｍ近

くの場所がこの地でございます。ただいま説明のございましたとおりでござい

ますので、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。

岸野委員   ３７番 岸野です。番号４の申請地でございますが、先ほど説明のありまし

たとおり、周囲は山林でございまして、問題はないと考えます。以上です。

議  長   ありがとうございます。ただいま地元委員からの説明がございましたが、皆

さん方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。

       続きまして、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。

事 務 局   １３ページをお願いします。

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。

番号１、地区久居、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居井戸山

町奥ノ谷   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積５０９㎡。これにつきま

しては、譲受人は、譲渡人より当該申請地を譲り受け、譲受人が経営する老人

介護施設に勤務する職員、ならびに施設利用者が利用する駐車場用地として整

備しようとするもので、隣地農地所有者、水利権者には転用に係る事前の説明

済でございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

番号２、地区川合、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町田尻

ノラタ   番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積１３９㎡。これにつきまし

ても、譲渡人はすでに死亡し、また譲渡人の財産を相続する者が皆無であるた

め、相続財産管理人弁護士により、当該申請地において、これまで個人住宅を

建設、住居をしてきた譲受人へ申請地を譲渡をしようとするものでございま

す。経過書等の提出がありますことから追認しようとするものでございます。

農地区分は、第２種農地と判断されます。

番号３、地区竹原、譲受人    、譲渡人    、申請地 美杉町竹原
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坂東   番、台帳地目畑、現況地目宅地、面積２９㎡。これにつきましては、

議案第２号、番号３に関連するもので、申請地の隣接地（４条申請の土地）に

譲受人である    の農地があり、昭和５０年頃に農地法手続きを行わず、

農業用倉庫及び車庫用地を建設したところ、境界確定を行った際に申請地に越

境しているため、今回申請するものであります。始末書の提出もありますこと

から追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。

番号４、地区太郎生、譲受人    、譲渡人    、申請地 美杉町太

郎生かめ山   番、台帳地目畑、現況地目山林、面積１，６０３㎡外５筆で、

合計５，８８２㎡。これにつきましては、譲渡人は、昭和４０年頃から、申請

地付近は岩石が多く、畑作が困難であったことから、農地法手続きを行わず、

申請地において植林をしてきてしまったものであります。また、譲受人の住所

は奈良市でございますが、美杉町太郎生で生活をしており、申請地を山林とし

て譲受け管理していくものです。これにつきましても、始末書の提出もありま

すことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。

以上件数は４件で６，５５９㎡、その内訳は、畑でございます。いずれの案

件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たして

いるものと考えます。以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願いします。

大井委員   ２７番 大井です。去る１月１１日に同じように現地確認してまいりまし

た。場所は、近鉄久居駅の東側に    があるんですが、その東側に今事務

局より説明がありましたが、    というのがありますが、その建物の西側

に隣接する畑です。周囲はまだちょっと梨畑と、その周囲、キャベツとかの栽

培をしている所ですけど、事務局説明ありましたように、隣地の方、説明承諾

済みということで、何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いします。

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。

田中委員   ３２番 田中です。１月１０日の日に現地確認を地元委員３名と事務局２名

で行いました。内容については、事務局の説明の通りですので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。

藤田委員   ３９番 藤田です。先ほど事務局からお話がございましたように、１２番の

３と全く同じ、隣接した土地でございまして、同じように議案第２号の３番と

何ら問題はないと思われます。よろしくご審議ください。以上です。

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。

岸野委員   ３７番の岸野です。１１日に会長、それと部会長、それから事務局、総合支

所の職員と確認をしてまいりました。場所につきましては、先ほどの第１号議

案の方と一緒ですけども、池の平高原の続きとなっておりまして、内容につき
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ましては事務局のご説明どおりですので、よろしくご審議をお願いします。以

上です。

議  長   ありがとうございました。地元委員の説明ございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   事務局、よろしいですか。

事 務 局   はい。

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   よって、議案第３号については許可することを決定したいと思います。

       引き続きまして、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局、説明願います。

事 務 局   １４ページをお願いします。

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。

番号１、地区川口、借り人    、貸し人    外２名、申請地 白山

町川口金谷   番、台帳地目・現況地目とも田、面積２１０㎡のうち１５０

㎡外２筆で、合計３５０㎡。

これにつきましては、借り人は貸し人より申請地を借り受け、申請地に近接

する    の擁壁工事に伴う、工事用車両の出入口等の用地として活用する

もので、３カ月間の期間一時転用しようとするものでございます。農地区分は

第２種農地と判断されます。

以上件数は１件で３５０㎡、その内容は田でございます。農地法第５条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしているものと考えます。

以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。

池田委員   ３５番 池田です。１１日に総合支所１名と地元委員３名で立会いしまし

た。場所的には    、久居から美杉に向いて、    がございます。そ

れのちょっと左側のところで、事務局の説明のあったとおりでございます。何

ら問題がないと思いますので、よろしくご審議を願います。

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いします。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞
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議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   よって、議案第４号について許可することを決定したいと思います。

続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。

事 務 局   １５ページをお願いします

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会

許可・使用貸借）でございます。

番号１、地区川合、借人    、貸人    、申請地 一志町小山前田

番、台帳地目・現況地目とも田、面積１３１㎡。これにつきましては、借人は

これまで市街において借家住まいでしたが、手狭となってきたため、父である

貸人より当該申請地を借り受け、一般個人住宅を建設しようとするものでござ

います。隣地農地所有者には使用貸借に係る事前の説明済でございます。農地

区分は、第２種農地と判断されます。

番号２、地区川合、借人    、貸人    、申請地 一志町小山松葉

小辺   番、台帳地目・現況地目とも田、面積４００㎡。これにつきまして

は、借人は借人の親である貸人の世話をすることを目的として、実家近くの申

請地を借り受け、一般個人住宅を建設しようとするものでございます。地元代

表者、水利権者には使用貸借に係る事前の説明済でございます。農地区分は、

第２種農地と判断されます。以上件数は２件で５３１㎡、その内容は田でござ

います。

当該案件は、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、皆さん方のご意見を

お伺いします。現地に立ち会われました地元委員のご意見をお伺いします。１

番、お願いします。

田中委員   ３２番 田中です。１番、２番とも場所は一緒のところですので、説明をさ

せてもらいますが、１月１０日に地元委員３名と事務局２名で現地を確認いた

しました。１番につきましては、本家といいますか親のところへ雨水とか下水

道を繋ぐというふうな話でございました。場所につきましては、小山地区の一

番向こう側のほうになるわけですが、そこになっております。それから、２番

につきましても、その端で、ここも下水道、雨水についてはきちっと整備がさ

れておるというふうな確認をとっておりますので、ひとつよろしくご審議をお

願いしたいと思います。

議  長   ありがとうございました。地元委員の説明が終わりましたが、皆さん方のご

意見をお伺いします。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました
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議案第５号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号について許可することと決定した

いと思います。

       引き続きまして、議案第６号、非農地証明願について議題とします。事務局、

説明願います。

事 務 局   １６ページをお願いします。

議案第６号 非農地証明願について、でございます。

番号１、地区川合、願出者    、申請地 一志町片野内山   番、台

帳地目畑、現況地目宅地、面積２６６㎡外１筆で、合計６６２㎡。

これにつきましては、昭和４７年に老朽化した住宅の建て替えの際に宅地に

隣接した申請地を宅地と思い込み、住宅を建築、また、昭和５２年に物置兼住

宅を建築したものでございます。申請書類には２０年以上の経過が判断できる

家屋登記簿謄本が添付されており、これら物件が確認されますことから、津市

農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規程により、建物若

しくは工作物の建造等がなされており、当該土地が農地以外に供され２０年以

上経過している要件に該当しております。

番号２、地区家城、願出者    、申請地 白山町南家城柳谷    番、

台帳地目田、現況地目山林、面積７８㎡外１筆で合計１１５㎡。

これにつきましては、昭和４０年頃、願出者の義父が、当時耕作が困難であ

った申請地に植林をし、現在に至ってきたものでございます。申請書類には

２０年以上の経過が判断できる航空写真撮影記録証明書が添付されており、こ

れら物件が確認されますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第

３条第１項第２号の規程により、建物若しくは工作物の建造等がなされてお

り、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しており

ます。

番号３、地区上多気、願出者    、申請地 美杉町上多気馬場   番、

台帳地目畑、現況地目宅地、面積４３９㎡。

これにつきましては、申請地には願出者の父が大正１４年に住宅を建設、以

来、改築を重ね、現在に至ってきたものでございます。申請書類には２０年以

上の経過が判断できる家屋登記簿謄本が添付されており、これら物件が確認さ

れますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号

の規程により、建物若しくは工作物の建造等がなされており、当該土地が農地

以外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。

以上件数は３件で１，２１６㎡、その内訳は、田７８㎡、畑１，１３８㎡で

ございます。以上で説明を終わります。

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。

田中委員   ３２番 田中ですが、これも１０日に地元委員３名と事務局２名で現地を確

認いたしました。内容については事務局の説明通りですので、ひとつよろしく

お願いしたいと思います。



13

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。

浅井委員   ３４番 浅井です。先ほど申し上げましたように、１１日の午後から事務局

１名、地元委員３名、４名で現地の確認を行いました。場所は、家城の一番西

側に当たる、真見という集落があるんですが、そこに    という公園が在

るわけです。家城谷の一番景色のいい所へ公園ができておりまして、そこから

東へ雲出川をまたいで約２００ｍで、美杉へ行く県道がついておるんです。

その県道の真下が現地でございます。現場は畑、田になってますが、傾斜が

きつく、とても作物が作れない状況でございます。それでもう５０年ぐらい前

に植林されたということで、木が植えられておるんですが、５０年もたってお

りますもので、檜がとても大きくなってますので、もうどんな柱でも取れるよ

うな木に成長しておりました。そういうことで、事務局の説明どおりでござい

ます。ひとつよろしくご審議のほどお願いいたします。以上でございます。

議  長   ありがとうございます。３番、お願いします。

結城委員   ４０番 結城でございます。上多気３番について説明をいたします。１０日

に現地確認を総合支所と申請人と行いました。場所を言いますと、    の

すぐ前でございます。よろしくお願いします。

議  長   ありがとうございました。地元委員の説明ございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いします。いかがでしょうか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第６号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号について証明することに決定した

いと思います。

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第７号、農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定を議題といたします。

事務局、説明願います。

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について、でございます。

表紙を１枚めくっていただいた集計表をご覧ください。右下の合計欄に掲げ

てありますように、今月は、総合計で、４８件、６７，３０５．００㎡の集積

がありました。その内容は、賃貸借と使用貸借でございます。

地区別の状況を、一番下の合計欄でご説明いたします。

久居地区は、２９件で５１，８６９㎡。その内訳は、田４８，８６９㎡、畑

３，０００㎡でございます。

一志地区は、１７件で１２，９８４㎡。その内訳は、田１１，５６８㎡、畑

１，４１６㎡でございます。
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白山地区は、ございませんでした。

美杉地区は、２件で２，４５２㎡。その内訳は、畑２，４５２㎡でございま

す。

以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借合わせて６２，８８９㎡で、畑

の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて、４，４１６㎡で、総合計が４８件で

６７，３０５㎡となっております。

また、認定農業者への集積状況は２１件で、５１，３１２㎡となっており、

その件数内訳は、久居地区１４件、一志地区７件、白山地区なし、美杉地区な

しとなっております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方のご意見

をお伺いします。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第７号について、ご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することにいたします。

以上をもちまして、本部会に付議されました議案は全て終了いたしました。

ありがとうございます。

                                午後２時５１分

上記は、第１回第２農地部会の議事を録したものである。

  平成２５年１月２１日

                       議  長             

                       出席委員             

                       出席委員             


